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人材確保・定着のための支援をしてほしい。

丸亀市産業
振興支援補助金

事業を承継したい。

経営改善・事業承継・
BCP策定・改定支援

（働き方改革） 20 24
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　人材確保・育成や販路開拓、 ブランド開発など中小企業者・中小企業団体が積極的に取り
組む事業に対し、 その経費の一部を市が補助します。

事業承継

デジタル化

展示会・商談会出展
新規事業分野進出

働き方改革 10万円
20万円

10万円
10万円

10万円
20万円

10万円
※連続する2年度内において
　1事業者につき1回限り
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SDGs

カーボンニュートラル

5万円
※1回に限り他のメニューと
　併用可20万円

事業連携 20万円

※ 事業実施前に申請してください。
※ 消費税及び地方消費税相当額は補助対象外

BCP等策定・改定

〈ワンストップ相談窓口
共通予約電話番号〉
087-868-6090
①拠点本部
　(かがわ産業支援財団内)
②Setouchi-i-Base
　常設サテライト
③中西讃マルタス
　常設サテライト

〈生産性向上支援センター
予約電話番号〉
087-802-7303
（かがわ産業支援財団内）

県内企業の知的財産の活用について、特許
流通コーディネーター等が訪問して相談に
対応するほか、情報提供・普及啓発を実施。

中小企業等が抱える様々な経営課題につい
て、自社のアイデア、技術、ブランド、デ
ザインなどの「知的財産」の側面から解決
を図る。

【INPIT 香川県知財総合支援窓口】

087-802-3650
（かがわ産業支援財団内）

かがわ産業支援財団
企業支援課

中小企業診断士等の専門家が、創業や経営
全般の相談に対応（毎週月曜日～金曜日）。
高松市林町２２１７-１５
香川産業頭脳化センタービル２階

【相談窓口（スタートアップ等経営相談窓口）】

経営、販路開拓、IT、ウェブ・デザイン等様々
な分野の専門家がチームを組み、他の支援
機関とも連携して、ワンストップで総合相
談を行う。

【ワンストップ相談窓口】

中小企業・小規模事業者等の生産性向上（特
に労働投入量の効率化）に向けて、複数回
の現場訪問を基本形とした徹底した伴走支
援を提供する。

【生産性向上支援センター】

中小企業の取引上の悩み相談に、相談員や
弁護士が無料で対応（毎週月曜日～金曜日）。

【取引かけこみ寺】



国が運営する企業専用のサイト上で、支援
策、支援者・支援機関・支援事例の検索が
可能。

「ミラサポ plus」サイト
ホームページアドレス
https://mirasapo-plus.
go.jp/
会員登録が必要、無料

SDGs取り組み支援、人事労務体制の整備、
防災・減災等リスクマネジメントに関する
相談に対応。
香川県高松市古新町 2-3 三井住友海上
高松ビル 9F

三井住友海上火災保険㈱
四国東支店 高松第一支社

ホームページアドレス
https://www.pref.kagawa.
lg.jp/sangi/index.html

１

香川県事業承継・
引継ぎ支援センター

※海外展開のみ
087-823-3220

企業支援ポータル
サイト「ミラサポ plus」

087-825-2141

0120-000-849

新分野展開・事業転換・業種転換・業態転換・事
業再編等の事業再構築を検討している中小企業・
小規模事業者に専門家が最大 3回までアドバイス。

「働き方改革」に取り組む中小企業・小規
模事業者に対し、社会保険労務士等の専門
家による窓口相談や個別訪問を実施。男性
の育児休業取得促進、仕事と育児や介護、
不妊治療等の両立、ハラスメント防止措置
等、多様な働き方の実現支援を行う（無料）

中小企業基盤整備機構
四国本部
087-811-1752

事業再構築相談・
助言

3回面談を通して経営・業務の課題を整理・
可視化し、全体最適視点でIT活用を提案。

中小企業基盤整備機構四国本部
087-811-1752

IT経営
サポートセンター

生産工程、作業、情報の観点から現状を分析して課題を整理・可
視化し、ロボット、IoT及びデジタル技術の活用可能性を提案。

中小企業基盤整備機構四国本部
087-811-1752

生産工程スマート化
診断

中小企業・小規模事業
者等に対する働き方
改革推進支援事業
（香川働き方改革
推進支援センター）

1テーマ 2回まで無料。

10ヶ月程度の
間

ハンズオン
支援事業（総合）

ハンズオン
支援事業（IT）

ハンズオン
支援事業（特定）

全社的な事業戦略の実行や売上拡大・生産性向上に
取り組む中小企業を対象に半年から10ヶ月程度の間
（月2回程度）、専門家を長期継続的に派遣して支援。
1日あたり17,500円の費用負担必要。

半年程度の間（月2回程度）

マーケティングの企画立案や、首都圏・近畿
圏でのテストマーケティング活動の実践を
サポートし、販売開拓力の向上を支援。
1日あたり17,500円の費用負担必要。
（同行1回あたり5,300円の場合もあり）

ハンズオン
支援事業
（テスト
マーケティング）

中小企業基盤整備機構
四国本部
087-811-1752



市外で開催される販路
開拓を目的とした展示
会等への出展（販売が
主目的のものは不可）

ホームページ等の作
成・変更に係る委託
費、PRツール作成に
要するデザイン委託
費、印刷製本費

ホームページ等の新規
作成・全面的な変更、
会社案内やカタログ、
パンフレットの作成（チ
ラシや広告等の一時的
又は簡易的なものや一
枚刷りは不可）

20万円

※連続する2年度
内において1事
業者につき1回
限り

10万円

【新かがわ中小企業応援
ファンド等事業】
国際取引支援事業

【新かがわ中小企業応援
ファンド等事業】
発注開拓支援事業

大手企業との
展示商談会開催事業

【新かがわ中小企業応援
ファンド等事業】
国内食品見本市出展支援
事業

【新かがわ中小企業応援
ファンド等事業】
食品商談会開催事業

国際取引支援アドバイザーを設置し、海外
販路開拓や輸出入実務等に関する相談に
対応。

大企業出身者の人脈を活用し、様々な商
談機会を創出するとともに、ものづくり
コーディネーターによるハンズオンサポー
トを実施。

県内中小企業者を対象に、海外の国際見
本市等に出展する際のブース借上料や現地
通訳費、展示品輸送費等を助成。
上限８０万円。
（令和８年度前期募集：終了、後期募集：６月頃）

県内中小企業者を対象に、国内見本市・
WEB見本市（国内・海外）等への出展、EC
サイトを活用した販路開拓に要する経費を
助成。上限3０万円。（令和８年度募集：終了）

【新かがわ中小企業応援
ファンド等事業】
国内見本市出展・オンラ
イン販路開拓支援事業

取引支援課

海外展開支援室

取引支援課

取引支援課

企業支援課

企業支援課

県内製造業者等を対象に、優れた技術や
製品を県外大手メーカーに直接提案する展
示商談会を開催。

取引支援課



受発注取引を希望する企業（主に製造業）の
取引先への紹介・あっせんの他、受託中小企
業の広域的な取引拡大を支援するために商
談会を開催。

受託中小企業振興対
策事業

海外出願支援事業

取引支援課

087-867-9332
知的財産支援課

087-823-3220

優れた技術・製品・サービスを有する日本
の中小企業と大手企業、海外企業、中小企
業同士とをつなぐ、B to B（企業間取引）
の会員制ビジネス・マッチングサイト。自
社の困りごとを解決できる企業の探索や、
他社の困りごとに提案することで新たな販
路開拓が可能。登録・利用料は完全無料。

県内企業の成長分野等への進出を促進する
ため、有力な展示商談会（機械要素技術展
【東京・大阪】）への出展を支援。

地域企業販路開拓
総合支援事業 087-840-0338

研究開発支援課

市内中小企業の技術や製品、サービスなど
自社の強みやセールスポイントを掲載した
PRサイトを作成。随時新規登録企業を募集。
（URL:https://www.marugameshi-
kigyoushoukai.net）

県内中小企業等が外国特許庁へ特許などを
出願する際にかかる経費の1/2以内を助成。

研究開発・新分野進出・ブランド開発支援・事業連携

出願料、弁理士謝金等
出願に要する経費

専門家謝金、調査費等
の外部委託費、会場借
上料など

支援機関の指導を受け
た計画に基づく新規事
業分野での販路開拓の
際に要する広告宣伝
（事業開始後1年以内）

事業者間連携による企
業価値の向上や課題解
決などを目的とした勉
強会や研究、開発等の
取組み

新規事業
分野進出

事業連携

広告宣伝費、印刷製
本費など

専門家謝金、原材料費
( 試作品作成にかかる
もの )、委託費、印刷
製本費、マーケティン
グ調査費、 広告宣伝費
など 

※連続する2年度
内において1事
業者につき1回
限り

10万円

※連続する2年度
内において1事
業者につき1回
限り

20万円

知的財産権のうち、
特許権や実用新案
権、意匠権、商標権等
の取得にかかる出願



【新かがわ中小企業応
援ファンド等事業】 
競争力強化研究開発支
援事業（農商工枠）

【新かがわ中小企業応
援ファンド等事業】 
競争力強化研究開発支
援事業（一般枠）

県内中小企業等が抱える技術的課題（自動
化、効率化や機能性向上等）の解決に向け
た取組を支援。

県内中小企業者が取り組む、香川県産の農
林水産物を原材料に使用した付加価値の高
い新製品・新商品の開発等の取組みを支援。
事業にかかる経費の2/3以内を助成。
上限200万円。（令和８年度募集：終了）

【新かがわ中小企業応
援ファンド等事業】
地域資源活用商品開発・
ブランド化支援事業

県内中小企業者が行う地域の資源を活用し
た自社の商品の開発、戦略的な情報発信等
による販路開拓・拡大のための実効性のあ
る新たな取組みを支援。
事業にかかる経費の2/3以内を助成。
上限１50万円。
（令和８年度募集：5月12日（火）締切）

087-840-0338
研究開発支援課

087-868-9903
ファンド事業推進課

県内中小企業者が取り組む新分野進出のた
めの商品・研究開発や、市場性を見極めるた
めの試作品作成、付加価値の高い新製品開
発のための実証試験などを支援。
事業にかかる経費の２/３以内を助成。
上限2００万円。
（令和８年度前期募集：終了、後期募集：6月頃）

（ファンド事業推進課）
087-868-9903
後期（研究開発支援課）
087-840-0338

【新かがわ中小企業応
援ファンド等事業】
成長促進研究開発支援
事業

県内中小企業者が取り組む、中長期の研究
開発期間を要し、競合他社と異なる新たな
価値を創造する革新的な技術や製品の研究
開発等の取組みを支援。
事業にかかる経費の2/3以内を助成。
上限５00万円。（令和8年度募集：終了）

087-840-0338
研究開発支援課

087-868-9903
ファンド事業推進課

県内中小企業者が取り組む付加価値の高い
新製品の製品化や新技術の確立のための研
究開発等の取組みを支援。
事業にかかる経費の2/3以内を助成。
上限300万円。（令和８年度募集：終了）

1. 内　容

丸亀ブランド「丸亀セレクション」認定制度

　丸亀市で製造、加工された物又は生産された農林畜水産物で将来性及び市場性のあるもの
について、「丸亀ブランド」として認定することにより、その商品（以下「丸亀セレクション」
という。）の認知度を高め、販路拡大と地域産業の活性化につなげます。

2. 申請できる者

　納税義務のある市区町村税の滞納をしていないこと。
（個人事業主：当該個人　法人又は団体：当該法人、団体及び代表者）

3. 認定要件

　市内事業所で製造・加工された物、又は生産された農林畜産物（以下「商品」という。）
であり、以下の要件を全て満たす必要があります。
①  商品の製造、加工、生産、販売等について、適応される法令等を尊守していること
②  商品が公序良俗に反していないこと、その他社会的な非難を受けるおそれのないこと
③  丸亀ブランド「丸亀セレクション」認定要綱で定める認定基準を満たすものであること

【製造・加工物（一例）】
・安全で環境に配慮された生産・製造がされており、統一した品質の取り組みがされていること
【農林畜水産物（一例）】
・品質に信頼性があり、地域を代表とする産物となっているもの

4. 認定フロー及び詳細

5. 申請・お問い合わせ先

申請書類
・丸亀セレクション認定申請書
・製造、加工、生産計画・販路拡大計画書等

審査・決定
丸亀市産業振興推進会議（年２～３回開催）から意見を徴し適否を審査
し、認定基準に適合すると認めた場合は申請者に対し「丸亀セレクション
認定書」及び「丸亀セレクション認定マーク」を付与する。

有効期限等
・認定をした日から３年を経過した日の属する月の月末まで（更新可）
・認定者は毎年度終了後５月末までに丸亀セレクションの販売状況等の
実績報告書を提出

丸亀市産業観光課　観光交流担当（庁舎３階）     TEL 0877－24－8816

その他詳細は丸亀ブランド「丸亀セレクション」認定要綱をご確認ください。



業務効率化・生産性向上
を目的とするデジタル技
術導入の取組み

ソフトウェア導入費（リース料
は初期導入にかかる費用のみ
対象）、システム開発費など

デジタル化
10万円

経営改善、事業承継等の取り組みを支援する制度です。

経営改善・事業承継・BCP策定・改定支援

支援機関の支援を受
けて行う事業承継
（M&A等）の取組み

事業承継計画の策定等に係
る委託費、M&Aの仲介委託
料、マッチング登録料、着手
金など（M&Aの成功時に支
払う成功報酬は除く）

事業承継

BCP（事業継続計画）若
しくは事業継続力強化計
画を新規に策定する取組
み又は事業継続を改定
する取組み

計画の策定・改定等にかか
る専門家謝金、委託費など

BCP等
策定・改定

１0万円

20万円

SDGs（持続可能な開発
目標）を推進する計画
策定等の取組み

SDGsの推進に係る専門家
謝金、セミナー受講料などSDGs

電気自動車・燃料電池
自動車等を導入し、
カーボンニュートラル
を推進する取組み

電気自動車・燃料電池自動車等（特定
自動車含む）の導入費、リース料（初期
導入にかかる費用のみ対象）※新車・
新設備に限る※付属品・諸経費を除く

カーボン
ニュートラル

5万円

丸亀市産業振興支援補助金(事業承継・BCP策定・改定・デジタル化・SDGs・カーボンニュートラル)

※連続する2年度内
　において1事業者
　につき1回限り

20万円
※1回に限り他の
　メニューと併用可

知的財産活用による県内企業等の競争力強
化を促進するため、かがわ知財経営塾を開
催するほか、大企業等の開放特許と県内企
業の技術との知財マッチングを支援。

知的財産活用促進事業
087-869-9004
知的財産普及課

自然科学系分野の研究開発において、県内
の産業技術の高度化及び産業の振興に寄与
した若しくは今後寄与することが期待でき
る研究者等を顕彰。
大　賞：賞状、盾、賞金 200 万円
功労賞：賞状、盾、賞金 100 万円
奨励賞：賞状、盾、賞金 50万円

芦原科学賞
087-840-0338
産学官連携推進課

087-840-0338
産学官連携推進課

以内



087-823-3220

中小企業基盤整備機構
四国本部

自社の災害リスクを認識し防災・減災対策を行う第一
歩として、将来的に行う災害対策などを記載する「事
業継続力強化計画」の策定を専門家の派遣により支援。

087-868-9901

かがわ産業支援財団
企画情報課

県内中小企業等のデジタル技術（生成ＡＩ・ＲＰＡ・
ＩｏＴなど）及びクラウドツールの利活用を促進す
るため、デジタル技術等の導入を希望する県内中
小企業等に対し、導入計画の策定を支援するとと
もに、先進事例や取組み事例の横展開を図る。

事業承継

事業継続力強化計画
策定支援事業

中小企業デジタル化
推進支援事業

香川県事業承継・
引継ぎ支援センター
（高松商工会議所内）
087-802-3033

秘密厳守・相談無料

① 事業承継に係る課題解決、引継ぎ方法
　 についてのアドバイス
事業承継計画策定の支援、譲渡する場合
の買い手企業の斡旋、後継者の紹介、そ
の他、事業承継に係るすべての相談業務。

② 後継者バンク登録
創業を目指す起業家と、後継者不在の
会社や個人事業主をマッチングし、創
業と事業引継ぎを支援。

事業承継支援

活性化

秘密厳守・相談無料

計画策定にかかる費用の一部を助成。
詳細はご相談ください。

計画策定にかかる費用の一部を助成。
詳細はご相談ください。

計画策定支援事業

【法人】市内に営業所もしくは主たる事務所を有する会社（NPO法人を含む）であり、市内で6か
月以上同じ事業を営み、市税を滞納しておらず、県信用保証協会の保証対象となる業種

【個人】1年以上住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記録されている個人であり、6か
月以上同じ事業を営み、市税を滞納しておらず、県信用保証協会の保証対象となる業種
なお従業員数が、

　　　・商業・サービス業…5人以下
 　　　ただし、宿泊業及び娯楽業については、20人以下（NPO法人は除く）
　　　・製造業・その他…20人以下

①  補助要件　　市内に営業所もしくは主たる事務所を有する会社、又は１
年以上住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記録
されている個人で、市税の滞納がなく、期限内に該当する
年度の返還金を約定どおり返済された方

②  補助内容　　年利１%相当額の利子補給金を交付
③  申請期間　　毎年度６月末日までに申請（毎年度、市に補助申請が必要です）
④  申 請 先　　丸亀市産業観光課（電話０８７７-２４-８８４４）

①  補助要件　　市内に営業所もしくは主たる事務所を有する会社、又は１
年以上住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記録
されている個人で、市税の滞納がなく、期限内に融資金を
約定どおり完済された方

②  補助内容　　保証料相当額の保証料補給金を交付
③  申請期間　　完済後３ヶ月以内
④  申 請 先　　丸亀市産業観光課（電話０８７７-２４-８８４４）

年2.1%～ （変動する場合がございますので、事前に取扱金融機関にご確認ください）

72ヶ月以内元金均等分割払（6ヶ月以内の措置期間、繰上償還可能）

０８７７-86-2156



商工会議所・商工会の経営指導を６ヶ月以上
受けている小規模事業者（従業員数が商業・
サービス業は５人以下（宿泊業及び娯楽業は
２０人以下）、製造業・その他の業種は２０人以
下）を対象とする融資制度。（日本政策金融
公庫国民生活事業の非対象業種等を除く。）

事業承継特別保証
制度

事業承継の段階における資金調達にあたり、
一定の要件を満たす中小企業者については
経営者を含めて保証人を徴求しない制度。

※内容等の詳細につきましては、各支援機関へお問合せください。

地域振興に寄与する民間事業者の設備投資
を支援するため、総務省所管のふるさと財
団が、市を通じて無利子で資金を融資する
制度。
融資下限額100万円以上、融資比率60％以
内、融資額38億円以内。１人以上の新たな雇
用が必要。

丸亀市政策課
0877-24-8839
（一財）地域総合整備財団
（ふるさと財団）
03-3263-5737

ふるさと融資（地域
総合整備資金貸付）

0570-085298

087-851-2880

（四国職業能力開発大学校が実施する有料セミナーを受講する場合、
通常1メニューの利用枠とは別に「人材育成」メニューを利用できます。）

　市内中小企業等が自社の社員を育成するために受講する研修や新規資格獲得に対し市が
補助します。

業務に直接関連する専門的な研修の受講及び資格の新規取得

※連続する2年度内において1事業者につき1回限り



【人材育成支援コース】
雇用する労働者に対し、下記に該当する
訓練を実施した場合に助成。
①人材育成訓練：
　10時間以上のOFF-JTによる訓練
②認定実習併用職業訓練：
　新卒者等のために実施するOJTと
OFF-JTを組み合わせた訓練
③有期実習型訓練：
　有期契約労働者等の正社員転換等を
目的として実施するOJTとOFF-JT
を組み合わせた訓練

【事業展開等リスキリング支援コース】
事業展開等に伴い新たな分野で必要と
なる知識や技能を習得させるための
訓練を実施した場合に助成。

香川労働局
助成金センター
087-823-0505

人材開発支援助成金

中小企業の後継者や経営者の育成を目的
に、５５歳以下の後継者等を下記①、②の
研修に派遣する際に必要な経費の一部を
助成。
①中小企業大学校が実施する各種研修
　受講料などの1/2以内（限度額５０万円）
　を助成(申請期限：概ね受講の1か月前）
②香川大学大学院地域マネジメント研究
　科が実施する研修
　授業料の1/2以内を助成
　(令和８年度募集：5月2２日（金）締切)

087-868-9903
ファンド事業推進課

【新かがわ中小企業応
援ファンド等事業】 
高度産業人材育成事業

講習会開催

募集期間有り。

在職者を対象に、新入社員・中堅社員・
接遇・人事労務・経理・ものづくり分野の
各種講座を実施。また、要望に応じたオー
ダーメイド講座の実施も可能。要受講料。

新入社員を対象に、社会人、企業人として最低
限守らねばならないルールや基礎知識等を学
ぶ「新入社員研修」や、概ね20歳代の若手社
員を対象とし、日常の業務で活用するスキル
を学ぶ「若手社員ステップアップ研修」を実施。

087-868-9901
企画情報課

https://www.noukai
-kagawa.or.jp/

087-868-9901
企画情報課

企業で働く方々を対象に、仕事を遂行する上で必要
な専門的知識及び技能・技術の向上を目的として、
機械、電気、電子・情報、建築、管理系に関するセミ
ナーを体系的に開催。セミナー期間は2～4日程度。
また、企業のニーズ（カリキュラム、日程等）に対応
したオーダーメイドによるセミナーも開催可。
※要受講料、人材開発支援助成金制度を利用できる場合あり



ほか

中小企業の経営に特化した様々な研修
を、経営者、経営幹部、幹部候補を対
象に高松市ほかで随時開催。

中小企業大学校
四国キャンパス

中小企業基盤整備機構
四国本部
087-897-3101

香川大学と連携し、地域を担う人材の
育成を目的とした提供講座を開設。

かがわ産業支援財団
産学官連携推進課
087-840-0338

地域技術事業化
推進事業

国が運営する公的研修機関。中小企業
の経営者、後継者や管理者等を対象に
経営、財務、生産管理等のテーマ別に、
数日間から数か月間までの各種研修を
実施。受講料、受講期間の人件費等は、
国等の補助金制度あり。

中小企業大学校
関西校

中小企業基盤整備機構
近畿本部
06-6530-0029
※R6.４月に兵庫県福崎町
から大阪府大阪市へ移転。

（働き方改革）

働き方
改革

講師謝金、規則等
改訂費用、委託費、
中讃勤労者福祉
サービスセンター
に新規加入した
企業の会費1/2相
当額×6ヶ月分な
ど

　雇用確保、働き方改革に対する助成など、人材確保・定着に取り組む企業を支援する制
度です。

　人材定着を図るため働き方改革、合同企業説明会への出展などに取り組む中小企業等に
対し市が補助します。

ワーク・ライフ・バランスの推
進（育児・介護の両立支援や在
宅勤務など勤務形態の見直し
等）や従業員の福利厚生サービ
スを提供する中讃勤労者福祉
サービスセンターへの新規加入
など働き方改革にかかる取組み

市外で開催される合同企業説
明会への出展、求人媒体への
掲載（派遣労働者の募集は対
象外）

※連続する2年度
内において1事
業者につき1回
限り

合同企業説明会にかか
る出展料や備品リース
料、旅費、運搬費、人材
紹介事業者への報酬、求
人媒体への掲載費など



【一般トライアルコース】
職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が
困難な求職者を、ハローワークまたは民間の職業
紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用す
る事業主に対して助成。

【障害者トライアルコース】
就職が困難な障害者を、ハローワークまたは民間
の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行
雇用を行う事業主に対して助成。

【障害者短時間トライアルコース】
直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障
害者及び発達障害者の求職者について、3か月から
12か月の期間をかけながら20時間以上の就業を
目指して試行雇用を行う事業主に対して助成。

就職支援サイト「ワクサポかがわ」は、香川県で正
社員就職を考えている方に、就職・インターンシップ
に関する情報提供やマッチングを行うサイトです。
県内企業の人材確保拠点「ワークサポートかがわ」
のコーディネーターが、採用ニーズに合った人材提
案など、企業の人材確保をサポートします。
詳しくは … https://www.wskagawa.jp 

トライアル雇用助成金

香川県就職・移住支
援センター
就職支援サイト「ワ
クサポかがわ」での
情報発信、マッチング
支援（ワークサポー
トかがわ）

香川労働局
助成金センター
087-823-0505

香川県就職・
移住支援センター 
企業担当
（ワークサポート
かがわ）
087-802-4701

高年齢者雇用の安定のために、定年又は継続雇用
年齢の引上げ、無期雇用労働者への転換、高年齢
者雇用管理整備措置等を行った場合に支給。

香川労働局
助成金センター
087-823-0505

【特定就職困難者コース】
高年齢者（60歳以上）や障害者、母子家庭の母など
の就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民
間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇
用する労働者として雇い入れた事業主に対して助
成。

【中高年層安定雇用支援コース】
いわゆる就職氷河期を含む中高齢者（35歳以上60
歳未満）のうち、正規雇用の機会を逃したこと等に
より十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就
くことが困難な者を正規雇用労働者（短時間労働
者を除く）として雇い入れた事業主に対して助成。

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由によ
り、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な
雇用調整（休業、教育訓練または出向）を実施することに
よって、従業員の雇用を維持した事業主に対して助成。

特定求職者雇用開発
助成金

産業雇用安定助成金

香川県プロフェッショナル
人材戦略拠点

香川労働局
助成金センター
087-823-0505

【産業連携人材確保等支援コース】
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由によ
り事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、生産性
向上に資する取組等を行い、当該生産性向上に資する取組
等に必要な新たな人材を雇い入れる事業主に対して助成。

香川労働局
助成金センター
087-823-0505

地域の中小企業の「攻めの経営」や経営改善への
意欲を喚起し、プロフェッショナル人材の活用を促
進することによって企業の経営革新を促し、地域
と企業の成長戦略の実現を支援。副業・兼業人材
の活用促進に向け、企業が負担する費用の一部を
補助。



香川労働局
助成金センター
087-823-0505

男性従業員が連続５日以上の育児休業を取得した場
合に、その男性を雇用する中小企業等事業主に奨励
金１０万円（年度内に１回限り、最大３回まで）を支給。
支給対象となる要件など詳しくは、市HP参照。
（「丸亀市 男性育休支援」で検索）

人材確保等支援助
成金

魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を
はかる事業主や事業協同組合等に対して助成。魅
力ある雇用創出を図ることにより、人材の確保・定
着を目的としています。

【テレワークコース】
テレワーク勤務に関する制度を整備し、テレワーク
を可能としたり、実施を拡大する取組を行う事業
主に対して助成。
所定のテレワーク実績基準および離職率目標を満
たした事業主に対して助成。

【正社員化コース】
有期雇用労働者等を正社員化した事業主に対して
助成。

【賃金規定等改定コース】
有期雇用労働者等の賃金規定等を3％以上増額改
定し、昇給させた事業主に対して助成。

香川労働局
助成金センター
087-823-0505

香川労働局
助成金センター
087-823-0505

丸亀市事業者熱中症
対策支援補助金

WBGT値28度以上又は気温31度以上の環境下で
連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込
まれる作業を行う事業者が職場で行う熱中症対策
に係る経費の一部を補助。

丸亀市産業観光課
0877-24-8844

●業種別課題対応
　コース
●労働時間短縮・
　年休促進支援コース
●勤務間インターバル
　導入コース
●取引環境改善コース
●団体推進コース

働き方改革推進支援助成金

香川労働局
助成金センター
087-823-0505

事業場内最低賃金が令和8年度地域別最低賃金未
満で、かつ、事業場規模100人以下の中小企業事
業者等の事業場が、事業場内最低賃金を50円以上
引き上げ、労働能率の増進に資する設備投資など
行った場合に、その費用の一部を助成。（要事前承
認）

所定外労働時間の縮減や年次有給休暇の取得促
進等、勤務終了後次の勤務までに、一定時間以上
の休息時間を設ける制度の導入などの計画を作
成し、効果的に実施した中小企業事業主に対し
て、その経費の一部を助成。（要事前承認）

香川労働局
助成金センター
087-823-0505育休復帰支援プランを策定し、プランに基づき

労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に
取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた
中小企業事業主に対して助成

③　育児休業等支援コース

育児休業取得者や育児のための短時間勤務制
度利用者の業務を代替する周囲の労働者への
手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替
要員の新規雇用を行った事業主又は特定事業
主に対して助成

④　育休中等業務代替支援コース

育児中の労働者が利用できる柔軟な働き方に
関する制度を複数導入したうえで、制度利用者
を支援する取組を行った中小企業事業主や、有
給の子の看護等休暇制度を導入し、労働者に
利用させた中小企業事業主に対して助成

⑤　柔軟な働き方選択制度等支援コース

❶　男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環
境整備や業務体制整備を行い、子の出生後８週
間以内に開始する育児休業を取得した男性労
働者が生じた中小企業事業主に対して助成

❷　男性労働者の育児休業取得率が、申請年度の
前事業年度を基準として30%以上上昇し、
50％以上となった特定事業主や、一定の場合に
２年連続70％以上となった特定事業主に対して
助成

①　出生時両立支援コース（子育てパパ支援助成金）

不妊治療、月経や更年期といった女性の健康
課題に対応するために両立支援制度を利用し
やすい環境整備に取り組み、就業規則等に基
づき制度を利用させた中小企業事業主に対し
て助成

⑥　不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

介護支援プランを策定し、プランに基づき労働
者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組
み、介護休業を取得した労働者が生じた中小企
業事業主や仕事と介護との両立に資する制度
（介護両立支援制度）の利用者が生じた中小企
業事業主、介護休業や短時間勤務を行う労働者
の業務を代替する体制の整備を行った中小企業
事業主や、有給の介護休暇制度を導入し、労働
者に利用させた中小企業事業主に対して助成

②　介護離職防止支援コース



丸亀市創業支援事業補助金

創業にかかる助成や融資など、創業して間もない事業者を支援する制度です。

　丸亀市内での創業者に対し、創業後の販路開拓を目的とした広告宣伝費等にかかる費
用の一部を補助します。

　創業後の販路開拓を目的とした広告宣伝費や印刷製本費など
※消費税及び地方消費税相当額は補助対象外です。
※既に実施されているものは補助対象外です。

　事業を営んでいない個人が市内に事業拠点を設置し、新たに事業を開始する場合、又
は、事業を営んでいない個人が市内に法人を設立し、新たに事業を開始する場合で、か
つ、以下の①～⑥の全ての要件を満たす事業者。
① 創業して1年未満であること
② 納税義務のある市区町村税を滞納していないこと
③ 3年以上継続して営業する見込みがあり、週5日以上の営業を行うこと
④ 特定創業支援等事業による支援を受けたこと（p26参照）
⑤ 香川県信用保証協会の保証の対象となる業種であること
⑥ 丸亀市補助金等交付規則第4条第2項各号に規定されるものでないこと

① 補助率　　　　補助対象経費の2/3に相当する額（1,000円未満切り捨て）
② 補助上限額　　30万円

創業機運醸成講座

創業塾の実施

創業無関心者

香川県よろず支援拠点
普及
啓発

丸亀市主催の「創業
塾」と、丸亀商工会議所と丸亀市飯綾商工会が実施する「ワンストップ創業相談窓口・個別相談事業」
が該当します。

等

丸亀市創業支援等事業計画

上記は、個人事業主の法人成りの場合は対象外です。
①は創業前であり、かつ市内で会社を設立する方が対象となります。
②は創業開始6ヶ月から創業後5年未満の方が対象となります。

貸付利率の引き下げ
日本政策金融公庫の「新規開
業・スタートアップ支援資金」
について、貸付利率の引き下
げが可能となります（別途、審
査を受ける必要があります）。

　個別相談事業等を、1ヶ月以上にわたり4回以上受けた場合、本市において「特定創業支援等事業に
より支援を受けたことの証明書」を発行します。証明を受けた創業者の方には下記のようなメリット
（優遇措置）があります。



又

又

出店しようとする空き店舗等において、5年以上継続して営業することが見込まれること

⑦

①
②
③

③

④
⑤
⑥

交付決定以前の事業着手は認められませんので、ご注意ください。

（税抜）

創業者（市内外において同一の事業を初めて開業するもの）については、特定創業支
援等事業による支援を受けたもの　　など

創業支援

の滞納がなく

丸亀市飯綾商工会　TEL  0877-86-2156

又
滞納していないこと

又は丸亀市飯綾商工会の専門相談員による「創業計画書」
等について指導を受け、適切と認められた方

６月末日までに申請

市内に営業所もしくは主たる事務所を有する会社、又は１
年以上住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記録
されている個人で、市税の滞納がなく、期限内に該当する
年度の返還金を約定どおり返済された方

市内に営業所もしくは主たる事務所を有する会社、又は１
年以上住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記録
されている個人で、市税の滞納がなく、期限内に融資金を約
定どおり完済された方

創業後間もない方

3,500

年1.5%～ （変動する場合がございますので、事前に取扱金融機関にご確認ください）

不要

60ヶ月以内元金均等分割払（6ヶ月以内の据置期間、繰上償還可能）
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補 助
■宿泊補助　　　　　■高速バス購入補助
■USJパス購入補助　■入泉回数券補助
■善通寺・多度津プール利用補助
■生涯学習講座補助　など

サービスも充実！！

働くみんなのサポーター！

丸亀市大手町一丁目５番３号丸亀商工会議所１階
営業時間：平日（月～金）8：30～17：00　土日祝日、お盆、年末年始はお休み
ホームページ：https://www.friend-chusan.jp

丸亀市飯綾商工会でも受付して
おります。

ふれんど中讃 中讃勤労者福祉サービスセンター

　中讃勤労者福祉サービスセンター（ふれんど中讃）は、丸亀商工会議所が中小企業の福利厚生の充実のために
２市３町（丸亀市・善通寺市・琴平町・多度津町・まんのう町）の負担金で運営しています。

0877-24-7700

※会費は２か月毎に指定口座から引き落し

★事業主が会費を全額負担も可。事業所が負担する会費は、税法上必要経費または損金扱いができます。
会費・・・月額７００円
　ふれんど中讃の福利厚生は、毎月２０日までのお手続きで翌月１日からご利用いただけます。
　ご入会いただけるのは２市３町に事業所がある中小企業（資本金が３億円以下または従業員が
３００人以下の企業）及び各種団体で働く従業員と事業主です。個人事業主も加入できます。

■人間ドック・健康診断等費用助成
■インフルエンザ予防接種費用助成
■民間スポーツジム費用助成　 など

従業員の健康をサポート健 康

■イオンシネマチケット（800円）
■ジェフグルメカード（全国共通お食事券）
■ローチケbiz+
  （コンサート等を手数料なしで予約購入できます）

■コンサートやイベント、水族館などの割引チケット
■焼肉松坂、懐風亭などのお食事券、
　３１アイスクリームなどのギフト券、
　クリスマスケーキ  割引販売  など

お得な価格で♥割 引

ふれんど中讃
TEL

給付金
■祝金　・結婚(20,000円)  ・出生(10,000円)
　　　　・入学(10,000円)  ・還暦（10,000円）
　　　　・永年勤続（5,000円～）　 など

ライフイベントごとに支給

入会金
不要

中小企業の福利厚生をしっかりサポート！！

加入のご相談はこちらから

楽しい職場づくりを

お手伝いします!!
楽しい職場づくりを

お手伝いします!!

県内での社会的事業における効果的な起業、事業承
継及び第二創業を促進し、地域の諸課題の解決を通
じた地域活力の向上を図ることを目的に、地域活性
化関連、子育て支援、健康関連、買い物弱者支援、ま
ちづくりの推進などの社会的事業分野（※）におい
て、デジタル技術を活用し、地域の課題の解決に資
する事業を県内で起業等する者に対して、その初期
投資に必要な経費の1/2以内を補助。上限200万円。
※事業承継者、第二創業者はSociety5.0関連業種
等の付加価値の高い産業分野に限る。

（地域課題解決型）
事業

地域経済循環創造事業
交付金
（ローカル10,000プロジェクト）

香川県スタートアップ・
起業支援サイト

香川県スタートアップ
スクエア事業

創業予定者を対象とした創業支援塾を開講。

企業支援課

企業支援課

香川県
産業政策課
087-832-3353

香川県
産業政策課
087-832-3353

香川インテリジェントパークを県内起業家の集積
地とするため、ネクスト香川やITスクエアを活動
拠点として提供（要件を満たす場合に減額措置
あり）

スタートアップ成長
加速化支援補助金

香川県
産業政策課
087-832-3353

「香川県ビジネスチャレンジコンペ」を開催し、優秀な
ビジネスプランに対し、事業化に要する経費を支援。
・補助率10/10　補助上限額500万円

地域資源の活用、地域課題への対応、地域金融機関等による
融資などを要件とする地域密着型の新規ビジネスの立ち上
げに要する初期投資費用について、融資額に応じて支援。

これから起業を目指す方や起業家が、自分にあった支援策に簡
単にアクセスできるよう、課題やニーズごとに情報を整理した
ＷＥＢサイト「香川県スタートアップ・起業支援サイト」を運営。
（URL）https://startup.pref.kagawa.lg.jp/

0570-085298

087-851-2880

丸亀市政策課
0877-24-8839

かがわ産業支援財団
施設管理課及び県
有施設課
087-869-3700
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又

※会員対象

（働き方改革）

事業主
及び掛金月額を増額する


